
吉富漁村センター指定管理者 募集要項 

 

吉富町では、公の施設の管理業務について、設置目的をより効果的に達成するため、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2第 3項、吉富漁村センターの設置及び管理に

関する条例（平成 18 年条例第 10 号）第 6 条の規定に基づき、「吉富漁村センター」（以下

「漁村センター」という。）の指定管理者を募集します。 

 

１．対象施設の概要 

（１）施設の名称及び所在地 

名 称  吉富漁村センター 

所在地  吉富町大字小犬丸３５１番地３ 

（２）施設の設置目的、沿革、役割等 

 漁業振興と地域の活性化を図るため、平成１３年１１月の開館以降、漁業集落地区住民の 

交流の拠点として利用されています。 

（３）施設概要 

 ア 構造・規模 木造平屋建て 

イ 敷地面積 ４，０４５㎡ 

  延床面積 ２０７．９４㎡ 

 ウ 施設内容 大会議室、会議室（和室）、会議室（洋室）、調理実習室ほか 

 

２．参加資格 

地方自治法第 244 条の 2第 3項に規定する法人その他の団体で、次のアからウに掲げる要

件をすべて満たす者であること。 

ア 法人にあっては、本町内に事業所、営業所のある団体であること。 

イ 法人でない場合にあっては、その団体の構成員が本町に在住していること。 

ウ 団体又はその代表者が以下のいずれにも該当しないこと。 

（ア）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこ

と。 

（イ）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあって

は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（ウ）吉富町暴力団排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団又は同条第 2 号に規定する

暴力団員に該当する者でないこと。 

 

３．指定管理者が行う業務 

指定管理者が行う業務は次のとおりとします。 



(1) 漁村センターの利用の許可に関する業務 

(2) 利用料金の徴収その他利用料金に関する業務 

(3) 漁村センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、漁村センターの運営に関して町長が特に必要

と認める業務 

 

４．申請書類等 

応募しようとする団体は、指定管理者指定申請書（別記様式）に次に掲げる書類を添え

て提出してください。 

(1) 管理に係る事業計画書 

ア 管理運営計画（別記１） 

イ 業務管理計画（別記２） 

(2) 管理に係る収支計画書（別記３） 

１年間に係る収支計画を記載してください。 

(3) 経営状況を説明する書類 

団体が法人の場合 貸借対照表及び損益計算書 

その他の団体   収支決算書 

(4) その他参考となる書類 

団体が法人の場合 商業登記に係る登記事項全部証明書 

その他の団体   団体の定款、規約等これらに類するもの 

納税証明書 

・法人にあっては、前年度分の法人税、事業税、法人県民税・法人町民税、消費税及

び地方消費税 

・その他の団体にあっては、代表者の前年度分の所得税、町・県民税、消費税及び地

方消費税 

 

５．選定方法 

応募された書類を審査し、漁村センターの設置の目的を最も効果的に達成することがで

きると認めた団体を指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て、指定管理者とし

て指定します。 

 

６．指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとします。（５年間） 

  ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあり

ます。 

 

７．管理に要する経費 

  施設の管理については、公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として、



収受することができる「利用料金制」を採用しています。 

  利用料金については、吉富漁村センターの設置及び管理に関する条例第１８条に基づき、

町長の承認を得て、指定管理者が定めることができます。 

 

８．申請書の提出期限 

令和８年２月１０日（火）午後５時１５分まで 

 

９．申請書の提出先・問い合わせ先 

〒871-8585 

築上郡吉富町大字広津２２６番地１ 

吉富町役場 地域振興課 

電話 0979-24-1177 FAX 0979-24-3219 

 

 

 

 

 


